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昨
年
９
月
に
ア
メ
リ
カ
で
起

こ
っ
た
金
融
危
機
は
実
体
経
済
に

及
び
、
わ
が
国
で
は
昨
年
秋
以
降

雇
用
情
勢
は
悪
化
し
、
２
０
０
９

年
の
８
月
に
は
失
業
率
が
５
・
５
％

に
達
し
た
。
失
業
給
付
期
間
あ
る

い
は
そ
の
特
別
延
長
期
間
が
終
わ

ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
雇
用
情

勢
の
一
段
の
悪
化
も
懸
念
さ
れ
て

い
る
。
本
格
的
な
政
権
交
代
に
よ

り
、
民
主
党
の
鳩
山
内
閣
が
成
立

し
た
が
、
雇
用
問
題
は
新
政
権
の

最
重
要
課
題
と
な
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
２
０
０
９
年
の
横
浜
市

民
生
活
白
書
で
は
、
雇
用
情
勢
の

悪
化
や
非
正
規
雇
用
の
増
加
な
ど

に
焦
点
を
当
て
、
低
所
得
層
と
非

正
規
雇
用
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て

興
味
深
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
横
浜
市
は
平
成
18
年

に
「
雇
用
創
出
と
質
の
向
上
」
の

目
標
を
掲
げ
、
平
成
22
年
ま
で
に

５
万
人
の
雇
用
増
を
目
指
し
て
地

域
連
携
雇
用
促
進
協
議
会
を
立
ち

上
げ
、
人
材
育
成
や
雇
用
創
出
の

た
め
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
最

近
で
は
、
人
材
養
成
の
講
座
の
開

催
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
の
共
催
の

形
で
合
同
就
職
面
接
会
、
就
職
に

関
す
る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
立
ち

上
げ
、若
年
の
就
労
支
援
事
業（
定

額
給
付
金
活
用
事
業
）
な
ど
を

行
っ
た
。
横
浜
の
経
済
界
の
代
表

や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
関
係
者
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
代
表
や
有
識
者
も
参
加
し
、

横
浜
型
の
雇
用
政
策
を
目
指
し
た

全
国
で
も
珍
し
い
活
動
を
続
け
て

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
稿
で
は
少
し
広

い
視
野
か
ら
今
後
の
「
雇
用
政

策
」
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
た

い
。「
雇
用
政
策
」
は
新
聞
な
ど

で
よ
く
使
わ
れ
る
表
現
だ
が
、
な

に
が
そ
の
主
体
で
ど
の
よ
う
な
方

向
性
が
あ
る
の
か
判
然
と
し
な

い
。
私
の
専
門
で
あ
る
国
際
比
較

の
視
点
か
ら
、
主
に
Ｅ
Ｕ
諸
国
と

の
対
比
で
、
わ
が
国
の
雇
用
政
策

の
特
徴
を
書
い
て
み
た
い
。
ま

た
、
本
年
８
月
末
の
総
選
挙
で
民

主
党
が
圧
勝
し
、
１
９
５
５
年
以

来
続
い
た
自
民
党
政
権
か
ら
民
主

党
政
権
へ
の
政
権
交
代
が
実
現
し

た
。
新
政
権
の
公
約
で
あ
る
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
の
雇
用
分
野
の
目
標
を

検
討
し
、
今
後
の
課
題
を
考
え
て

み
た
い
。
最
後
に
、
横
浜
市
を
含

め
て
、
地
方
自
治
体
に
期
待
さ
れ

て
い
る
主
体
的
な
雇
用
政
策
に
も

触
れ
て
み
た
い
。

１　

わ
が
国
の
雇
用
政
策
の
特
徴

近
年
わ
が
国
の
雇
用
政
策
の
特

徴
が
な
に
で
あ
る
か
ま
と
め
る
こ

と
は
非
常
に
難
し
い
。
国
の
雇
用

関
連
の
予
算
や
活
動
は
公
表
さ
れ

て
い
る
が
、
実
に
分
か
り
に
く

い
。
雇
用
保
険
関
連
の
補
助
金
や

施
策
な
ど
の
項
目
は
多
様
で
あ

る
。
そ
れ
以
上
に
、
雇
用
分
野
は

一
般
的
な
経
済
政
策
や
福
祉
政
策

と
重
複
し
て
い
る
。
公
共
投
資
や

介
護
の
雇
用
効
果
は
大
き
い
の

で
、
ど
こ
ま
で
が
雇
用
政
策
の
範

囲
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不

可
能
に
近
い
。
と
は
言
え
、
わ
が

国
雇
用
政
策
の
特
徴
を
荒
削
り
な

が
ら
把
握
で
き
る
簡
便
な
方
法
が

あ
る
。
先
進
国
に
お
け
る
雇
用
関

連
の
公
共
支
出
を
比
較
可
能
な
統

計
と
し
て
公
表
し
て
い
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
の
デ
ー
タ
を
活
用
す
る
こ
と
で

あ
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
先
進
国
の
政

府
が
加
盟
す
る
世
界
最
大
の
シ
ン

ク
・
タ
ン
ク
で
あ
り
、
各
国
政
府

か
ら
特
別
集
計
の
統
計
を
求
め
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
わ
が
国
の

統
計
に
は
雇
用
関
連
の
支
出
の
み

を
記
載
し
た
も
の
は
な
い
の
で
、

こ
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
デ
ー
タ
を
使
い

な
が
ら
、
わ
が
国
の
雇
用
政
策
の

実
態
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

表
１
は
非
常
に
興
味
深
い
デ
ー

タ
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
経

済
政
策
や
社
会
保
障
政
策
と
雇
用

政
策
は
重
な
る
部
分
が
多
く
、
分

類
方
法
に
よ
っ
て
は
数
字
が
大
き

く
違
っ
て
く
る
こ
と
に
は
注
意
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
全
体
像
は
明

確
で
あ
る
。
表
１
で
際
立
っ
て
い

る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
の
よ

う
に
雇
用
政
策
へ
の
公
共
支
出
が

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
１
％
を
超
え
な
い
国
と 

大
陸
Ｅ
Ｕ
諸
国
と
の
対
比
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
雇
用
関
連

の
公
共
支
出
は
日
本
の
３
倍
以
上

と
な
っ
て
い
る
し
、
オ
ラ
ン
ダ
や

デ
ン
マ
ー
ク
に
な
る
と
も
っ
と
高

い
支
出
水
準
に
な
っ
て
い
る
。

と
く
に
違
い
が
大
き
い
の
は
、

職
業
訓
練
、
雇
用
助
成
、
失
業
時

の
所
得
補
償
、
早
期
退
職
な
ど
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
失
業
給
付
へ

の
支
出
な
ど
は
、
あ
る
程
度
、
各

国
の
失
業
率
の
高
さ
と
関
連
す

る
。
し
か
し
失
業
時
の
所
得
補
償

は
各
国
の
失
業
保
険
の
制
度
設
計

の
違
い
か
ら
来
る
も
の
も
大
き

い
。
社
会
保
険
と
し
て
の
機
能
を

強
調
し
、
保
険
料
率
を
上
げ
た

り
、
給
付
期
間
な
ど
を
短
く
す
れ

ば
、
当
然
、
失
業
保
険
へ
の
公
共

支
出
は
削
減
さ
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
諸
国

と
日
本
や
ア
メ
リ
カ
の
雇
用
関
連

の
支
出
水
準
の
違
い
は
、
失
業
率

の
違
い
以
上
に
、
雇
用
や
失
業
に

対
す
る
認
識
の
違
い
に
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

雇
用
に
対
す
る
社
会
的
責
任

（
Ｅ
Ｕ
諸
国
）

今
日
で
は
先
進
国
に
お
い
て
、

８
〜
９
割
の
人
は
雇
用
労
働
者
と

し
て
生
計
を
立
っ
て
て
い
る
。
し

執
筆早

稲
田
大
学
商
学
部
教
授

横
浜
市
地
域
連
携
雇
用
促
進
協
議
会
会
長

鈴
木　

宏
昌

２

「
横
浜
市
民
生
活
白
書
２
０
０
９
」
を
読
み
解
く

⑤
変
化
の
時
代
の
雇
用
政
策

特
集 

《1》
様
々
な
角
度
か
ら
見
た
市
民
生
活
白
書
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た
が
っ
て
、
雇
用
を
失
う
こ
と
あ

る
い
は
雇
用
を
得
ら
れ
な
い
こ
と

は
生
活
問
題
と
直
結
す
る
。
し
か

し
先
進
国
に
お
い
て
も
19
世
紀
末

ま
で
は
、
失
業
は
個
人
の
責
任
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
20
世
紀
に
な

る
と
、
不
況
に
よ
る
大
量
の
失
業

者
群
が
景
気
循
環
の
た
び
に
出
現

し
、
よ
う
や
く
失
業
状
態
は
個
人

の
責
任
と
い
う
よ
り
雇
用
機
会
を

作
り
出
せ
な
い
社
会
の
責
任
と
認

識
に
変
化
が
生
じ
る
。
第
二
次
大

戦
後
に
な
る
と
、
福
祉
国
家
が
先

進
国
の
大
前
提
と
な
り
、
国
民
に

最
低
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
が
国

の
責
務
と
な
る
、
す
な
わ
ち
、
社

会
保
障
と
生
活
保
護
の
最
後
的
な

責
任
を
国
が
負
う
こ
と
に
な
る
。

働
く
意
欲
が
あ
り
、
働
け
る
状
態

に
あ
る
人
に
は
雇
用
を
、
障
害
を

持
つ
人
に
は
補
助
を
、
そ
し
て
本

当
の
困
窮
者
に
は
生
活
保
護
を
与

え
る
こ
と
が
福
祉
国
家
の
証
と
な

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
福
祉
国
家

の
枠
を
は
ず
せ
ば
、
失
業
問
題
は

個
人
の
問
題
と
な
り
、
社
会
問
題

の
領
域
か
ら
は
消
滅
す
る
。
貧
し

い
発
展
途
上
国
や
日
本
の
戦
後
復

興
期
に
お
い
て
、
失
業
が
巷
に
あ

ふ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

失
業
率
が
低
か
っ
た
の
は
人
々
が

失
業
し
て
い
る
余
裕
が
な
か
っ
た

た
め
で
も
あ
る
。

主
要
な
Ｅ
Ｕ
諸
国
は
戦
後
か
ら

１
９
７
５
年
頃
ま
で
は
超
完
全
雇

用
の
時
代
で
あ
っ
た
。
失
業
率
は

高
く
て
も
２
〜
３
％
ぐ
ら
い
で
推

移
し
、
実
際
に
は
人
手
不
足
が
顕

在
化
し
て
い
た
。
東
欧
圏
か
ら
の

流
入
者
（
ド
イ
ツ
な
ど
）
と
多
く

の
外
国
人
労
働
者
の
流
入
に
よ

り
、
極
端
な
労
働
供
給
不
足
を

補
っ
た
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が

１
９
７
５
年
以
降
は
失
業
率
が
上

昇
し
、
と
く
に
１
９
８
０
年
代
に

入
る
と
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

は
10
％
を
超
え
る
失
業
率
を
記
録

し
、
雇
用
政
策
は
主
要
な
政
策
課

題
と
な
る
。
政
権
交
代
が
頻
繁
な

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
実
に
さ
ま

ざ
ま
な
雇
用
政
策
が
試
み
ら
れ

る
。
１
９
７
０
年
代
に
多
く
の
国

が
採
択
し
た
の
は
解
雇
規
制
の
強

化
と
職
業
訓
練
の
充
実
で
あ
っ

た
。
若
年
層
の
高
い
失
業
率
に
は

職
業
訓
練
の
改
善
と
職
業
紹
介
の

効
率
化
な
ど
で
対
処
し
よ
う
と
し

た
。
１
９
８
０
年
代
に
な
る
と
雇

用
情
勢
は
さ
ら
に
悪
化
し
、
早
期

退
職
の
奨
励
や
公
務
部
門
な
ど
に

お
け
る
助
成
さ
れ
た
雇
用
の
増
大

な
ど
が
図
ら
れ
た
。
ま
た
、
オ
ラ

ン
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
よ
り
大
胆

な
構
造
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。

21
世
紀
に
は
い
る
と
、
フ
レ
キ

シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
し
て
知
ら
れ
る

デ
ン
マ
ー
ク
・
モ
デ
ル
や
オ
ラ
ン

ダ
・
モ
デ
ル
が
Ｅ
Ｕ
の
注
目
を
集

め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
国

で
は
、
企
業
の
国
際
競
争
力
を
確

保
す
る
た
め
に
採
用
や
雇
用
調
整

に
関
す
る
規
制
緩
和
を
行
う
と
と

も
に
、
失
業
の
不
安
定
さ
を
削

減
す
る
た
め
に
失
業
給
付
を
充

実
（
３
年
以
上
も
認
め
ら
れ
る
）

さ
せ
、
労
働
市
場
の
流
動
化
を

図
っ
た
。
雇
用
の
安
定
よ
り
は
所

得
の
安
定
と
個
人
の
能
力
向
上
が

最
大
の
雇
用
保
障
と
発
想
を
転
換

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
償
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
国
は
先
進
国
で
も

高
い
水
準
の
雇
用
関
連
へ
の
支
出

を
行
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

共
通
す
る
の
は
失
業
は
個
人
の
問

題
以
前
に
社
会
全
体
の
問
題
で
あ

り
、
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
が
カ

バ
ー
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
ま

た
、
失
業
時
の
所
得
補
償
と
社
会

福
祉
（
生
活
保
護
）
は
制
度
上
連

続
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
と
日
本
の

雇
用
政
策
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
や
日

本
の
失
業
問
題
に
対
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
は
基
本
的
に
異
な
り
、
就

労
に
よ
る
所
得
確
保
と
自
助
の
精

神
が
根
底
に
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の

場
合
、
失
業
給
付
は
短
く
（
６
割

以
上
の
失
業
者
の
失
業
期
間
は

３
ヶ
月
以
内
と
短
い
）、
労
働
市

場
も
流
動
的
で
あ
る
。
平
均
的
に

雇
用
者
は
一
生
の
間
に
８
回
は
転

職
を
経
験
す
る
の
で
、
転
職
や
失

国
Country

合計
Total

積極的措置
Active measures

消極的措置
Passive measures 

小計
Sub 
total

公
共
職
業
サ
ー
ビ
ス

職

業

訓

練

雇

用

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

就
業
支
援
、
訓
練

直
接
的
雇
用
創
出

創

業

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

小計
Sub 
total

失
業
・
無
業
所
得

補

助
・

支

援

早

期

退

職
a) b) c) d) e) f) g) h)

日本1) JPN 0.59 0.19 0.14 0.04 0.01 － － － 0.40 0.40 －

アメリカ1) USA 0.38 0.14 0.03 0.05 － 0.03 0.01 － 0.24 0.24 －

カナダ1) CAN 0.90 0.31 0.15 0.08 0.01 0.02 0.02 0.01 0.60 0.60 －

イギリス1) GBR 0.61 0.42 0.37 0.02 0.01 0.01 － － 0.19 0.19 －

ドイツ DEU 2.97 0.88 0.27 0.33 0.06 0.01 0.09 0.12 2.09 2.04 0.05

フランス FRA 2.32 0.92 0.24 0.29 0.12 0.07 0.19 0.01 1.39 1.35 0.05

イタリア ITA 1.32 0.53 0.09 0.22 0.18 － 0.01 0.04 0.79 0.69 0.11

オランダ NDL 2.67 1.21 0.47 0.12 0.01 0.49 0.12 － 1.46 1.46 －

ベルギー BEL 2.90 1.09 0.21 0.20 0.21 0.12 0.35 － 1.81 1.40 0.41

ルクセンブルク LUX 1.08 0.49 0.06 0.12 0.20 0.01 0.10 － 0.59 0.42 0.17

デンマーク2) DNK 4.51 1.85 0.33 0.54 0.47 0.51 － － 2.66 1.94 0.72

スウェーデン SWE 2.32 1.36 0.23 0.33 0.58 0.2 － 0.03 0.96 0.96 －

フィンランド FIN 2.58 0.89 0.17 0.37 0.15 0.10 0.09 0.02 1.69 1.29 0.40

ノルウェー NOR 1.08 0.58 0.12 0.26 0.02 0.13 0.05 － 0.50 0.50 －

韓国 KOR 0.37 0.13 0.03 0.05 0.03 － 0.01 － 0.24 0.24 －

オーストラリア1) AUS 0.85 0.34 0.19 0.01 0.01 0.05 0.07 0.01 0.50 0.50 －

ニュージーランド1) NZL 0.72 0.38 0.11 0.18 0.02 0.05 － 0.01 0.34 0.34 －

a) PES and administration; b) Training; c) Employment incentives; d) Supported 
employment and rehabilitation; e) Direct job creation; f) Start-up incentives; g) Out-of-
work income maintenance and support; h) Early retirement.

資料出所 OECD（2008.7）Employment Outlook 2008

(注) 1）2006-2007年の値。
2）2004年の値。

表 1　GDPに占める労働市場政策への支出（2006年）

３
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業
は
多
く
の
人
が
経
験
す
る
こ
と

に
な
る
。
公
的
な
失
業
保
険
制
度

は
短
期
の
失
業
リ
ス
ク
に
対
応
す

る
仕
組
み
な
の
で
、
そ
れ
以
上
は

個
人
の
責
任
と
な
る
。
自
助
の
精

神
が
普
及
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
で

は
年
金
資
産
で
す
ら
か
な
り
の
部

分
が
個
人
の
運
用
に
任
さ
れ
て
い

る（
４
０
１
ｋ
と
し
て
知
ら
れ
る
）。

わ
が
国
の
雇
用
政
策
へ
の
公
共

支
出
は
低
い
水
準
で
推
移
し
て
い

る
。
失
業
給
付
と
公
共
職
業
安
定

所
の
運
営
費
を
除
け
ば
、
雇
用
面

で
の
公
共
支
出
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
こ
こ
に
わ
が
国
の
大
き
な
雇

用
政
策
の
第
一
の
特
徴
が
読
み
取

れ
る
。
雇
用
政
策
の
根
幹
は
就
労

に
よ
る
所
得
で
あ
り
、
就
労
機
会

を
高
め
る
こ
と
が
暗
黙
の
了
解
事

項
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
雇
用
政

策
の
主
要
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
っ

た
高
齢
者
雇
用
対
策
に
し
て
も
、

企
業
に
助
成
を
行
い
、
高
齢
者
の

雇
用
機
会
を
増
や
す
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
た
。
年
金
や
失
業
保
険

も
就
労
所
得
を
前
提
と
し
、
集
団

で
老
齢
や
失
業
と
い
う
リ
ス
ク
を

カ
バ
ー
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

年
金
の
場
合
、
所
得
が
低
け
れ
ば

年
金
水
準
の
低
い
国
民
年
金
に
し

か
加
入
で
き
な
い
。
雇
用
保
険
の

場
合
、
継
続
し
た
雇
用
に
よ
り
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
保
険
給
付

の
要
件
と
な
る
。
短
時
間
の
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
や
派
遣
労
働
者

の
多
く
は
、
そ
の
た
め
、
失
業
し

て
も
雇
用
保
険
給
付
の
対
象
に
な

ら
な
い
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
今
年
の
３
月

に
発
表
し
た
報
告
書
「
金
融
経
済

危
機―

デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
に

よ
る
対
応
」
に
よ
る
と
、
失
業
し

て
も
失
業
給
付
を
受
け
取
れ
な
い

労
働
者
の
比
率
は
日
本
で
は
77
％

で
、
ド
イ
ツ
（
６
％
）
や
フ
ラ
ン

ス
（
20
％
）
ど
こ
ろ
か
、
イ
ギ
リ

ス
（
45
％
）
や
ア
メ
リ
カ
（
59
％
）

以
上
に
高
く
な
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な

デ
ー
タ
な
が
ら
、
わ
が
国
の
雇
用

保
険
の
基
本
設
計
が
、
フ
ル
タ
イ

ム
雇
用
者
を
標
準
と
し
た
社
会
保

険
で
あ
る
以
上
、
想
定
内
の
事
態

で
あ
ろ
う
。
Ｅ
Ｕ
諸
国
が
雇
用
を

個
人
の
権
利
（
勤
労
権
）
と
み
な

し
、
雇
用
機
会
を
提
供
す
る
こ
と

は
社
会
の
責
任
と
考
え
る
の
に
対

し
、
わ
が
国
や
ア
メ
リ
カ
は
個
人

の
責
任
と
す
る
考
え
方
が
根
底
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
わ
が
国
の
雇
用
政
策
の

２
番
目
の
特
徴
は
国
の
労
働
市
場

へ
の
介
入
を
最
低
限
の
も
の
に
し

て
、
企
業
活
性
化
に
よ
る
雇
用
促

進
を
目
指
す
こ
と
に
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
企
業
内
の
長
期
養
成

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
労
働
者
の
雇

用
安
定
と
技
能
向
上
を
実
現
し
て

き
た
。
し
か
し
１
９
９
０
年
以

降
、
国
内
市
場
の
不
況
と
規
制
緩

和
の
流
れ
の
中
で
、
長
期
雇
用
対

象
者
の
割
合
は
減
り
、
非
正
規
雇

用
が
増
え
て
い
る
。
今
日
の
よ
う

に
、
非
正
規
雇
用
が
３
人
に
１
人

以
上
と
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
雇

用
政
策
の
モ
デ
ル
は
風
化
し
た
と

言
え
、
新
し
い
雇
用
政
策
の
あ
り

方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

市
民
生
活
白
書
も
扱
っ
て
い
る
非

正
規
雇
用
の
拡
大
は
あ
る
程
度
Ｅ

Ｕ
諸
国
に
も
見
ら
れ
る
現
象
だ

が
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
は
法
律
あ
る
い

は
産
業
別
の
労
働
協
約
に
よ
り
有

期
雇
用
や
派
遣
労
働
は
使
用
範
囲

が
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
ア

メ
リ
カ
と
は
対
照
的
で
あ
る
（
た

だ
し
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
正
規

雇
用
と
非
正
規
雇
用
の
間
に
壁
は

少
な
い
）。

最
後
に
、
わ
が
国
の
雇
用
政
策

の
三
番
目
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
た

い
の
は
雇
用
政
策
の
主
体
が
国
と

企
業
に
傾
き
す
ぎ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
見
ら
れ
る
一

つ
の
伝
統
は
地
方
自
治
体
や
地
域

レ
ベ
ル
の
労
使
が
積
極
的
に
雇
用

政
策
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
確
か
に
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の

政
策
を
練
る
の
は
国
だ
が
、
実
施

の
段
階
に
な
る
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
実
行
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の

権
限
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
こ
の
点
、
日
本
は
未
だ
に
国

か
ら
地
方
へ
と
縦
割
り
行
政
の
色

彩
が
強
い
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
も
し
も
新

政
権
が
Ｅ
Ｕ
型
の
雇
用
政
策
に
転

換
す
る
場
合
、
そ
の
柱
に
な
る
の

は
個
人
の
キ
ャ
リ
ア
の
道
を
開
く

教
育
・
訓
練
の
抜
本
的
な
構
築
で

あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
公
的

機
関
（
職
業
訓
練
大
学
校
な
ど
）

が
行
う
効
率
性
の
低
い
も
の
で
は

な
く
、
現
場
実
習
と
座
学
を
組
み

合
わ
せ
た
長
期
教
育
・
職
業
訓
練

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
情
報
技
術

な
ど
が
発
展
し
た
今
日
の
成
熟
し

た
社
会
で
は
職
業
や
技
能
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
最
良
の
雇
用
保
障

に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

新
政
権
で
の
雇
用
分
野
の

政
策
目
標
の
検
討

先
の
総
選
挙
で
、
民
主
党
は
政

権
公
約
と
し
て
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を

掲
げ
た
。
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ

た
り
、
雇
用
関
連
の
目
標
も
掲
げ

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
目
標
は
、
Ｅ

Ｕ
の
雇
用
政
策
の
経
験
か
ら
見

て
、
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

だ
ろ
う
か
？

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
雇
用
関
連
の

も
の
と
し
て
次
の
項
目
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。

①
月
額
10
万
円
の
手
当
て
つ
き
職

業
訓
練
制
度
に
よ
り
、
求
職
者

を
支
援
す
る
。

②
雇
用
保
険
を
す
べ
て
の
労
働
者

に
適
用
す
る
。

③
製
造
現
場
へ
の
派
遣
を
原
則
禁

止
す
る
な
ど
、
派
遣
労
働
者
の

雇
用
の
安
定
を
図
る
。

①
は
経
済
危
機
の
最
中
に
緊
急

に
書
き
込
ま
れ
た
個
別
の
対
応
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
意

味
、
あ
ま
り
に
具
体
的
で
、
長
期

展
望
に
欠
け
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
諸
国

に
お
い
て
は
、
職
業
訓
練
と
生
涯

教
育
の
充
実
は
雇
用
政
策
の
柱
と

位
置
づ
け
ら
れ
、
個
々
の
労
働
者

の
技
能
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
Ｅ

Ｕ
諸
国
の
国
際
競
争
力
を
高
め
る

４
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源
泉
と
考
え
て
い
る
（
２
０
１
０

年
ま
で
の
中
期
雇
用
戦
略
を
定
め

た
リ
ス
ボ
ン
戦
略
）。
こ
れ
に
対

し
、
わ
が
国
の
公
的
職
業
訓
練
は

質
や
効
率
面
か
ら
見
て
、
ほ
と
ん

ど
機
能
し
て
い
な
い
。
そ
の
一

方
、
大
学
は
全
入
の
時
代
と
な

り
、
教
育
水
準
の
低
下
も
指
摘
さ

れ
る
。
中
・
長
期
的
に
は
、
教
育

や
職
業
訓
練
こ
そ
雇
用
政
策
の
柱

と
す
る
の
が
先
進
国
の
常
識
な
の

で
、
こ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
公
約

は
想
像
力
に
欠
け
て
い
る
。

②
は
方
向
性
と
し
て
は
正
し
い

が
、
ど
う
実
現
す
る
の
か
、
国
庫

負
担
の
増
加
以
外
、
道
筋
は
描
か

れ
て
い
な
い
。
失
業
率
が
低
く
、

フ
ル
タ
イ
ム
の
長
期
雇
用
を
前
提

と
し
て
運
用
さ
れ
て
き
た
雇
用
保

険
は
就
労
所
得
の
低
い
人
を
除
外

す
る
形
で
運
用
さ
れ
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
よ
う

に
、
雇
用
保
険
の
セ
ー
フ
テ
ィ
・

ネ
ッ
ト
と
し
て
の
役
割
を
前
面
に

出
す
こ
と
は
、
制
度
設
計
の
基
本

を
変
更
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

残
念
な
が
ら
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は

書
か
れ
て
い
な
い
。

③
製
造
現
場
へ
の
派
遣
の
原
則

禁
止
は
、
短
期
的
な
目
標
と
思
わ

れ
る
。
派
遣
法
は
規
制
緩
和
の

流
れ
の
中
で
、
１
９
９
９
年
に

大
改
正
が
行
わ
れ
、
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
・
リ
ス
ト
以
外
は
派
遣
労
働

の
自
由
化
が
行
わ
れ
た
。
そ
し

て
、
２
０
０
４
年
か
ら
は
製
造
業

へ
の
派
遣
が
解
禁
さ
れ
、
企
業
は

こ
ぞ
っ
て
業
務
請
負
か
ら
派
遣
に

切
り
替
え
た
（
こ
の
年
か
ら
雇
用

期
間
の
上
限
は
３
年
ま
で
に
延
長

さ
れ
た
こ
と
も
そ
の
要
因
）。
派

遣
先
の
製
造
業
の
大
企
業
に
と
っ

て
、
派
遣
労
働
者
は
実
に
使
い
易

い
労
働
者
で
あ
る
。
仕
事
上
の
指

図
が
で
き
、
正
社
員
と
同
様
に
働

か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
雇
用

面
で
の
責
任
は
な
い
。
し
か
も
業

者
が
乱
立
し
た
人
材
派
遣
業
界

で
は
、
派
遣
の
経
費
も
抑
え
ら

れ
て
い
た
の
で
、
必
要
に
応
じ

て
、
派
遣
労
働
者
の
数
を
調
整
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
状
況
は

２
０
０
８
年
秋
か
ら
一
転
し
、
経

済
危
機
後
、
い
わ
ゆ
る
派
遣
切
り

へ
と
つ
な
が
っ
た
。

今
回
の
提
言
は
製
造
現
場
へ

の
派
遣
の
原
則
禁
止
を
行
い
、

２
０
０
４
年
以
前
の
状
態
に
戻
そ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
個
人
的
に
は
、
製
造
業
へ
の

派
遣
禁
止
は
、
派
遣
労
働
者
の
雇

用
安
定
に
は
あ
ま
り
寄
与
せ
ず

（
代
わ
り
に
、
企
業
は
期
間
工
や

パ
ー
ト
と
し
て
採
用
す
る
）、
む

し
ろ
雇
用
機
会
を
奪
う
マ
イ
ナ
ス

面
が
多
い
と
考
え
る
。
本
当
に
行

う
べ
き
こ
と
は
、
人
材
派
遣
業
者

の
使
用
者
責
任
を
明
確
に
し
、
技

能
訓
練
や
解
雇
手
当
を
義
務
化
す

る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
多
く
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
お
い

て
、
派
遣
労
働
は
代
替
的
な
（
一

時
的
な
）
労
働
と
定
義
さ
れ
、
派

遣
の
受
け
皿
は
製
造
業
で
あ
る
。

そ
の
一
方
、
派
遣
労
働
者
の
労
働

条
件
の
向
上
の
た
め
に
人
材
派
遣

業
者
の
使
用
者
責
任
を
労
働
協
約

な
ど
で
明
確
化
し
て
い
る
。
わ
が

国
の
最
大
の
問
題
は
派
遣
業
者
は

零
細
な
事
業
者
が
多
く
、
職
業
紹

介
以
外
な
ん
ら
の
使
用
者
責
任
を

果
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
人
材
派
遣
業
者

の
責
任
を
明
確
化
す
る
こ
と
こ
そ

派
遣
労
働
者
の
雇
用
安
定
へ
の
第

一
歩
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
か
ら
の
雇
用
政
策
と

地
方
自
治
体

こ
う
し
て
み
る
と
、
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
に
書
か
れ
た
雇
用
政
策
の
目

標
は
ま
だ
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い

な
い
が
、
少
な
く
と
も
い
く
つ
か

の
中
長
期
の
課
題
の
ヒ
ン
ト
を
与

え
て
く
れ
る
。
個
人
的
に
は
、
次

の
２
つ
が
中
長
期
の
雇
用
政
策
の

大
き
な
課
題
と
理
解
し
て
い
る
。

❶
職
業
教
育
・
訓
練
の
再
構
築　

こ
れ
ま
で
の
大
企
業
依
存
の
訓

練
や
養
成
か
ら
誰
で
も
、
い
つ
で

も
選
択
で
き
る
教
育
・
訓
練
の
体

制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
業
界
の
参
加
が
不

可
欠
で
あ
り
、教
育
関
係
機
関（
大

学
や
専
門
学
校
を
含
む
）
と
の
協

働
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
将
来
的
に
は
、
一
般
の
教

育
と
対
等
の
職
業
教
育
コ
ー
ス
が

理
想
で
あ
ろ
う
（
ド
イ
ツ
型
）。

❷
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の

失
業
保
険
へ

現
在
の
雇
用
保
険
は
カ
バ
ー
す

る
範
囲
が
あ
ま
り
に
も
狭
い
の

で
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て

ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
。
し

か
も
雇
用
の
流
動
化
の
傾
向
は
は

今
後
も
続
く
と
思
わ
れ
る
の
で
、

失
業
や
転
職
の
リ
ス
ク
は
増
え
る

と
予
想
さ
れ
る
。
労
働
者
に
安
心

を
与
え
る
よ
う
な
失
業
時
の
手
厚

い
所
得
補
償
と
訓
練
の
機
会
を
ど

う
提
供
す
る
の
か
は
今
後
の
課
題

で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
就
労

を
柱
と
し
た
現
行
の
雇
用
保
険
か

ら
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の

失
業
給
付
へ
と
制
度
変
更
が
必
要

で
あ
る
。

❸
横
浜
型
の
雇
用
創
出

以
上
は
、
主
に
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル

の
雇
用
目
標
だ
が
、
地
方
自
治
体

の
レ
ベ
ル
で
も
可
能
な
施
策
も
多

い
。
と
く
に
、
教
育
や
訓
練
に
関

し
て
は
自
治
体
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
を
と
り
、
経
済
界
や
組
合
、
教

育
機
関
を
巻
き
込
み
横
浜
型
の
人

材
育
成
を
企
画
し
、
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

今
後
、
雇
用
政
策
の
主
役
は
現
場

に
近
い
地
方
自
治
体
や
業
界
へ
と

移
行
す
る
と
考
え
ら
れ
の
で
、
地

域
の
商
工
会
議
所
な
ど
と
の
連
携

は
欠
か
せ
な
い
し
、
既
存
の
教

育
・
訓
練
機
関
の
積
極
的
な
活
用

も
必
要
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
で
注
目
さ

れ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
や
デ
ン
マ
ー

ク
の
成
功
の
鍵
は
国
の
政
策
と
い

う
よ
り
地
域
や
産
業
・
労
働
組
合

の
参
加
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

５


